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は  じ  め  に  

 

令和６年度における本会は、会員の皆様ほかの深い御理解のもと、「ふれあいの

里夏まつり」や「福祉・健康フェスティバル」を通じて、コロナ禍以降、薄れがち

な地域とのつながりやふれあいの場づくりを行うほか、昨年４月には北部地区社会

福祉協議会を再編し、市内のいずれの地区においても、住民が主体的に地域での福

祉活動を展開できるよう、支援してまいりました。  

２か 年か けて 改築 さ れた すぎ な作 業所 は 、こ の ４ 月 に 開 所 の 運 び と な り ま し た 。

障害特性に配慮した作業環境への改善に加え、カフェ・販売スペースも常設される

ことから、今まで以上に利用者の作業への意欲向上や地域に愛される施設となるよ

う取り組んでまいります。  

また、刈谷市と共に策定し、令和７年度から施行する「第５次地域福祉計画」は、

第４次計画の基本理念「参加と支え合いで築く  共に暮らせるまち」を継承し、地

域住民が住み慣れた地域で一個人として尊重され、住民の幅広い参画を得ながら共

に支え合う『地域共生社会』の実現を目指します。誰もが安心して暮らせるまちの

実現に向け、地域福祉における各種事業を展開してまいります。  

人口減少や高齢化の進行に加え、価値観やライフスタイルの多様化に伴い、地域

福祉を取り巻く課題が新たに顕在化するとともに、複合・複雑化しています。地域

の課題を早期に発見し、対応するため、地域団体や地区福祉委員会の見守り活動へ

の支援を進め、地域住民相互のつながりづくりから課題解消に向けての地域福祉活

動の充実を推進してまいります。  

このほか、家庭や地域での支え合いの基盤を補完するうえでも、分野を問わない

包括的な相談・支援の仕組みづくりの充実に向け、本会を始め、刈谷市や各支援機

関で組織横断的な連携体制の強化を図ります。  

さて、令和６年１月の能登半島地震やその後の豪雨災害、８月には初めて南海ト

ラフ地震臨時情報が発令されるなど、災害への備えは日々待ったなしの状況です。

被災地域に向けては、引き続き募金による支援のほか、今後求められる支援活動に

向けて体制を整えてまいります。  

本会では、災害発生時の支援拠点としての災害ボランティアセンターや福祉避難

所を担います。令和６年度の一ツ木福祉センターにおける福祉避難所の開設訓練に

続き、必要な準備、訓練を行ってまいります。  

結びに、今年度も本会の基本目標並びに本事業計画に記載の各種事業を着実に展

開してまいります。会員並びに関係者の皆様の深い御理解と御協力を賜りますよう

お願い申し上げます。  
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【基本目標】  

地域福祉計画の基本理念「参加と支え合いで築く  共に暮らせるまち」の実現と、

その一翼を担う本会の適切な運営のため、次の４つの基本目標を掲げ、施策を推進

します。  

 

１  地域福祉への理解を深め、地域を支える人材、団体等を育成・支援する  

―人づくり―  

福祉の心を醸成するためには、住民一人ひとりが、「福祉」について理解を深

め、その重要性を認識することが必要不可欠です。「地域福祉」に関する福祉教

育の充実を図ることで、一人ひとりがお互いを理解し、思いやり、尊重する気持

ちを育み、単なる支援の「受け手」ではなく、主体的に地域福祉に取り組む存在

となります。それは同時に、地域活動の担い手の確保にもつながります。  
また、気軽にボランティア活動に参加できる機会を創出することで、福祉の心

を育み、その活動を継続的に支援することで、活動の活発化を図ります。  
 

２  参加と連携・協働による、互いが共に支え合う地域社会を育む  

―地域づくり―  

地域福祉活動を推進するためには、「地域の絆の再生」を核に据えたつながり

づくりが必要です。つながりづくりの第一歩として、地域住民相互の「顔の見え

る関係」づくりを進め、隣近所のちょっとした異変や課題を早期に発見できるネ

ットワークを構築するとともに、地区福祉委員会の活動の支援や見守り活動の推

進、地域住民が交流できる場の充実による地域コミュニティの活性化を図ります。 
また、「誰一人取り残さない防災」を目指し、災害への備えに取り組むととも

に、地域住民が安心して生活できる環境づくりに努めます。  
そして、地域生活課題の解決力と地域力の強化を図るため、住民、自治会など

の地 域団 体、 ボラ ン ティ ア団 体・ ＮＰ Ｏ 法人 な ど と の 連 携 ・ 協 働 を 推 進 し ま す 。 
 

３  地域や関係機関・団体等の連携・協働による包括的な支援体制を構築する  

  ―体制づくり―  

家庭や地域における支援力の低下、支え合いの基盤の脆弱化が進行する一方、

「老老介護」、「８０５０問題」、「ダブルケア」、「ヤングケアラー」など解決が困

難な問題が増え、地域住民が抱える課題が複雑化・複合化しています。こうした

地域生活課題に対応するためには、分野を問わない包括的な相談・支援の仕組み

づくりが必要です。そのため、市や社会福祉協議会、各支援機関がお互いの果た

す役割を理解し、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、情報

の提供や助言などを行う包括的な支援体制の整備に努め、組織横断的な連携体制

の充実を図ります。  
また、ニーズに対応した福祉サービスの充実を図るとともに、それらのサービ
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スの利用を必要としている人が容易に情報を入手し、適切なサービスを選択する

ことができるよう多様な媒体を用いた効果的な情報発信の充実を図ります。  
 

４  地域に信頼され、持続可能で効率的かつ効果的な組織運営を行う  
―組織運営―   

  市町村社会福祉協議会は、社会福祉法第１０９条において「地域福祉の推進を

図ることを目的とする団体」と位置づけられており、地域における福祉の向上と

住民の福祉増進を図るために中核的な役割を担っています。  
市と とも に取 り組 む 地域 福祉 計画 の実 現 に 向 け 、 そ の 役 割 を 果 た す た め に も 、

本会は組織としての運営体制を確実にし、地域との信頼関係を強固にすることが

重要となります。  
そのため、職員の育成と定着に努めるとともに事務事業の効率化や改善に継続

して取り組み、組織としての体制強化を図ります。  
また、様々な機会における情報発信をはじめ、災害時の活動支援や各種福祉・

施設サービスの充実を図り、地域住民が安心して暮らせる環境づくりに貢献しま

す。  
そして、地域や市、関係機関・団体等との連携、協働を推進し、社会福祉法人

として安定した運営に努めます。  
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【事業内容】  

１  総務課  

（１）  評議員会、理事会、監査会及び評議員選任・解任委員会の開催  

     ６月に定時評議員会を開催するほか、理事会、評議員会、監査会及び評

議員選任・解任委員会を開催し、本会の実施事業や予算等を決定します。  

 

 （２）  広報活動の充実  

年４回発行の機関紙「刈谷市社協だより」や、本会ホームページを充実

させるほか、Facebook や Instagram などのＳＮＳで情報発信し、本会の事

業活動について、なお一層の理解と協力が得られるよう努めます。  

WEB  http://www.kariyashi.jp/ 

Facebook  https://www.facebook.com/kariya.sugina 

Instagram  https://www.instagram.com/kariya_shakyo/ 

           https://www.instagram.com/sugina_kariyashi/ 

 

（３）  ひとり親家庭等への支援  

ひとり親家庭等の新入学児童に対して、入学祝いを贈ります。  

 

（４）  団体活動への支援  

社会福祉関係団体と密接な連携を図り、地域福祉の推進に努めるととも

に、団体の事業活動に対して援助・協力します。  

 

（５）  歳末たすけあい運動の実施  

歳末たすけあい募金に寄せられた温かい善意の寄付を原資として、高齢

者世帯等へ福祉金を給付します。  

 

（６）  献血運動の推進  

献血事業に賛同する住民、事業所等で構成する「刈谷市愛血友の会」を

運営し、献血の重要性を広く普及宣伝し、献血運動の拡充・推進に努めま

す。  

 

（７）  地域福祉計画の推進  

「福祉の心の醸成」、「地域福祉活動の推進」、「総合的な支援体制の充実」

の３つを基本目標とした第５次刈谷市地域福祉計画を策定しました。地域

住民が住み慣れた地域で一個人として尊重され、住民の幅広い参画を得な

がら共に支え合う「地域共生社会」の実現を目指し、刈谷市と連携して第

５次計画の取組を推進します。  

 

 

http://www.kariyashi.jp/
https://www.facebook.com/kariya.sugina
https://www.instagram.com/kariya_shakyo/
https://www.instagram.com/sugina_kariyashi/
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（８）  職員の管理・育成体制の強化  

適正な人員配置、人材確保に努めます。  

また、職員が主体的に自己の能力を開発し、成長できるよう、研修体系

を明確化することで、質の高い福祉サービスを提供できる職員の育成を図

ります。  

 

（９）  災害時の職員の活動を支える本部機能の強化  

行政や福祉団体との連携を進め、災害ボランティアセンターや福祉避難

所を運営する上での応受援の体制強化を図ります。  

 

（ 10）  ＩＣＴの活用  

業務の効率化を図るため、人事・労務管理事務において国の電子申請シ

ステムの活用を検討します。  

訪問事業・通所サービス等の分野においてＩＣＴを活用し、サービスの

向上を目指します。  
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２  事業推進課  

（１）  福祉教育の推進  

「児童・生徒福祉実践教室」、「青少年ボランティア福祉体験学習」及び

「社会福祉教育指定校研修会」を実施し、児童・生徒等の福祉のこころの

醸成、長期的な視野に立ったボランティアの育成を図ります。  

 

（２）  車椅子・車椅子移送車の貸出  

病 気 や 怪 我 等 で 一 時 的 に 歩 行 困 難 等 身 体 の 不 自 由 に な っ た 者 へ の 支 援

として、車椅子を貸し出します。  

また、車椅子使用者の日常生活の利便を図るため、車椅子移送車を貸し

出します。  

 

 （３）  福祉関係イベントの開催  

     昭和５９年にボランティアが中心となって始まった「福祉のつどい」は、

時代とともに変化し、「福祉・健康フェスティバル」として名称や内容を変

えて開催されてきました。今年度は社会福祉協議会、市、ボランティアが

協力し、地域福祉の向上を目指したイベントを実施し、福祉に対する意識

の高揚を図ります。  

市内の障害者（児）やその家族を対象に企業ボランティア等との連携 ･

協力により開催する「福祉ふれあいフェスティバル in シャインズ」など、

さまざまな福祉関係イベントで、ノーマライゼーションに基づいた地域社

会づくりを目指します。  

 

 （４）  障害者スポーツの普及啓発  

「目指せ！ボッチャの盛んなまち刈谷」をスローガンに、老若男女、障

害の有無にかかわらず誰もが一緒に楽しめる「ボッチャ」の普及啓発を通

じて障害者への理解促進と地域の活性化を図ります。  

取組として、市民交流ボッチャ大会、小学生ボッチャ大会を開催します。 

また、企業との連携企画やボッチャ体験会の実施及びボッチャセットの

貸し出しなど、多角的にボッチャを通して障害者スポーツの普及啓発に努

めます。  
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 （５）  ボランティア活動への支援  

地域福祉を推進するため、地域の高齢者・児童等への福祉活動を担うボ

ランティア団体に対し、活動費の補助や活動内容の助言を行うとともに、

活動内容の紹介や会員募集等、ボランティアに関する情報を掲載した機関

紙「ひまわりボランティア通信」を発行するなど、活動の支援に努めます。  

ま た 、「 刈 谷 市 民 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 セ ン タ ー 」 と の 連 携 や 衣 浦 定 住 自 立

圏市民活動情報サイト「かりや衣浦つながるねット」を活用することで各

種ボランティア情報の集積・発信に努めます。  

WEB   https://tsunagaru.genki365.net/ 
 

（６）  書き損じはがきの回収運動  

世 界 中 の 読 み 書 き の で き な い 人 々 が 学 ぶ た め の 教 育 環 境 づ く り を 支 援

する日本ユネスコ協会連盟の「世界寺子屋運動」に協力するため、社会福

祉教育指定校を始め、企業や市民の協力を得ながら、書き損じはがき回収

運動「世界寺子屋運動ＫＡＲ IＹＡ」を展開します。  

 

（７）  災害ボランティアコーディネーターの養成（市からの受託事業）  

大規模な災害発生時に備え、災害時に立ち上げられる災害ボランティア

センターで、ボランティアと被災地の支援要請との調整役となる災害ボラ

ンティアコーディネーターを養成します。  

 

（８）  災害ボランティアセンター運営体制の強化  

     行政、関係団体、企業等と連携し新しい生活様式に合わせた災害ボラン

ティアセンターの運営方法について、検討を進めます。  

 

（９）  刈谷市養護老人ホームの管理・運営（指定管理業務）  

入所者が健康を保持し、生きがいのある生活が送れるよう環境の整備に

努めるとともに、入所者の自主性を高め、地域社会との交流を図ります。  

また、刈谷市在宅高齢者ショートステイ事業として、一時的に自宅での

生活が困難になった高齢者を、介護者に代わり養護老人ホームにおいて生

活支援を行います。  

 

（ 10）  高齢者交流プラザの管理・運営（指定管理業務）  

６０歳以上の高齢者に対して、交流の場を提供し、教養の向上及びレク

リエーションのためのサービスを提供します。  

 

 

 

 

https://tsunagaru.genki365.net/
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（ 11）  生きがい活動支援通所事業（市からの受託事業）  

     要介護認定で「要介護」、「要支援」または「介護保険法介護予防・日常

生活支援総合事業対象者」に該当していない６５歳以上の高齢者に対し、

レクリエーション等を実施し、積極的に社会に関わる機会を提供します。  

 

（ 12）  口腔機能向上事業（市からの受託事業）  

     ６５歳以上の高齢者の口腔機能の向上を図り、介護予防活動の普及・啓

発に努めます。  

 

（ 13）  いきいきプラザの管理・運営（指定管理業務）  

６０歳以上の高齢者に対し、心身の健康を図ることを目的として、健康

の保持、教養の向上及びレクリエーションのためのサービスを総合的に提

供し、高齢者福祉の向上に努めます。 

 

（ 14）  一ツ木児童館の管理・運営（指定管理業務）  

地域の子どもたちのふれあいの場として、安全な遊び場所を提供し、各

種行事を通じて児童の健全育成を図ります。  
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３  生活支援課  

（１）  出張理美容事業  

    外出が困難な在宅のねたきり高齢者及び重度の肢体不自由者（児）を対

象に「出張理美容費助成券」を１年に４枚まで交付し、本人及び家族を支

援します。  

 

（２）  配食サービス事業（市からの受託事業）  

    見 守 り が 必 要 な ６ ５ 歳 以 上 の 人 の み の 世 帯 及 び 病 気 で 食 事 に 配 慮 が 必

要な人を対象に、自宅に食事を届けるとともに、安否確認を行います。  

また、調整食の利用者に、定期的に栄養相談を実施します。  

 

（３）  介護予防訪問事業（市からの受託事業）  

    「介護保険の要支援１・２の認定者（第２号被保険者も含む）」や、「６

５歳以上の基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた人」のう

ち、食事量の減少や、意図しない体重減少など栄養の不足が認められた人

などを対象に管理栄養士が訪問し、食生活の相談・改善を３～６か月の短

期間で行います。  

 

（４）  地区社会福祉協議会への支援  

     高齢者、障害者、子育て等に関するさまざまな福祉課題の解決を目指し

て、北部地区社会福祉協議会及び中部地区社会福祉協議会、南部地区社会

福祉協議会が取り組む活動を支援します。また、各地区福祉委員会等の活

動を支援するとともに、福祉委員会等未設立地区においては設立に向けて

支援します。  

 

（５）  成年後見支援センターの運営（市からの受託事業）  

    認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人の権利を

擁護するため、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう成年後

見制度の利用に関する相談や手続き支援を行うとともに、成年後見制度の

普及と啓発に努めます。  

また、後見人等からの相談に対し助言を行うとともに、専門職や関係機

関などと連携しケース検討を行うなど、後見人等に対する活動支援や相談

への対応などを行い、後見人等を支援します。  
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（６）  地域包括支援センター［地域型］の運営（市からの受託事業）  

地域の高齢者支援を包括的・継続的に行う中核機関として、介護予防ケ

アマネジメント業務や高齢者の実態把握、虐待への対応を含む総合相談に

応じ、高齢者及びその家族の福祉の向上に努めます。また、地域ケア会議

を開催し、多職種協働による地域包括ケアシステムの構築に努めます。  

 

（７）  地域包括支援センター［基幹型］の運営（市からの受託事業）  

地域包括ケアシステム構築を推進するため、市内６か所の地域包括支援

センターとの総合的な調整と円滑な業務運営のための支援を行うとともに、

市役所や関係機関と連携し、高齢者虐待の未然防止や個別支援を行います。 

 

（８）  日常生活自立支援事業（県社協からの受託事業）  

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで日常生活の判断に不安の

ある人に対し、福祉サービスの利用手続き、日常的金銭管理、書類管理な

どの支援を行います。  

 

（９）  資金貸付事業（県社協からの受託事業（一部））  

低所得世帯や障害者世帯又は高齢者世帯に対し、経済的自立と生活意欲

の助長促進を図り、安定した生活を営むために資金の貸付を行います。  

 

（ 10）  災害見舞金支給事業  

災害等により被害を受けた市民に対し、災害弔慰金及び災害見舞金を支

給します。  

 
（ 11）  高齢者見守り活動  

ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯などを、日常的に関わりをも

っている事業者等の協力を得て、見守り及び安否確認を行うことで、社会

から孤立することを防止するとともに、異変を早期に発見して必要な支援

につなげます。  
 

（ 12）  居宅介護支援事業  

介護保険事業者として、介護を必要とする人が、適切にサービスを利用

できるよう、ケアマネジャー（介護支援専門員）が心身の状況や生活環境、

本人・家族の意向等に沿って、ケアプラン（居宅サービス計画）を作成し、

関係機関との連絡調整を行います。  
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（ 13）  訪問介護事業  

    ケ ア プ ラ ン に 基 づ き 、 食 事 介 助 、 排 泄 介 助 、 入 浴 介 助 、 更 衣 介 助 、 整 

容、身体の清拭、通院の介助等の身体介護及び、掃除、調理、洗濯、買い

物や薬の受け取り等の生活援助のサービスの提供を行います。  

 

（ 14）  障害者訪問介護事業  

    障害者（児）が居宅において日常生活を円滑に過ごせるよう、ホームヘ

ルパーが身体介護、家事援助等の支援を行います。また、屋外での移動が

困難な視覚障害の方へ、外出支援及び視覚情報の提供を行います。  

 

（ 15）  地域生活支援事業（移動支援事業）  

屋外での移動が困難な障害者（児）が、社会生活上必要不可欠な外出及

び余暇活動や社会参加のため、外出時に移動の介助及び外出に伴って必要

となる介護を行います。  

 

（ 16）  ホームヘルパー派遣事業（市からの受託事業）  

出 産 後 の 母 親 の い る 家 庭 や ひ と り 親 家 庭 等 へ ホ ー ム ヘ ル パ ー が 訪 問 し 、

適切な家事等を行い、健全で安らかな生活を営むことができるよう援助又

は支援をし、生活の安定を図ります。  

また、新たな事業として、家事等に不安や負担を抱える子育て世帯へホ

ームヘルパーが訪問し、家事等を行うことにより家庭や養育環境を整え、

自立して生活できるよう支援します。  

 

（ 17）  保険外サービス事業  

     介護保険法及び障害者総合支援法で提供できない通院、病院内の介助や、

入退院、買い物、見守りのお手伝いを行い、在宅で安心して生活すること

ができるよう支援します。  
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４  施設福祉課  

（１）   刈谷市立くすのき園の管理・運営（指定管理業務）  

地域で暮らす障害のある人を対象に、必要な生活介護支援を提供し、利

用者一人ひとりが安心して楽しく日中生活を送れるよう努めます。  

 

（２）  刈谷市立すぎな作業所の管理・運営（指定管理業務）  

    知的障害者を対象に、一人ひとりに合わせた就労継続支援、生活介護支

援を提供することにより、利用者が自分の力を発揮して、豊かな生活を送

れるよう努めます。  

    また、施設内の縫製品展示販売スペースや喫茶スペースを通して、市民

にも親しまれる施設を目指します。  

 

（３）  刈谷市心身障害者福祉会館の管理・運営（指定管理業務）  

在宅の心身障害者を対象に、健康の増進、教養の向上、スポーツ、レク

リエーション、貸館等のサービスを提供し、障害者福祉の向上に努めます。  

 

（４）  障害者支援事業所の運営  
本 会 の 事 業 所 利 用 者 等 に 対 し 、 適 切 な 障 害 者 サ ー ビ ス が 提 供 で き る よ  

う、サービス等利用計画の作成及び相談支援を行います。  
 

（５） 身体障害者デイサービスセンターたんぽぽの管理・運営（指定管理業務） 

在 宅 の 重 度 肢 体 不 自 由 者 及 び 知 的 と 身 体 の 障 害 が 重 複 す る 人 を 対 象  

に、各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消、生活の改

善、身体機能の維持向上等を図ります。  

 

（６）  老人デイサービスセンターひまわりの管理・運営（指定管理業務）  

事業対象者、要支援及び要介護と認定された在宅の人を対象に、第１号

通所事業（刈谷市通所介護相当サービス）や介護度に応じた通所介護サー

ビスを提供することにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能

維持、改善並びに家族の身体的、精神的負担の軽減等を図ります。  
 

（７）  高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業（市からの受託事業）  

市営住宅等に設置された高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）に居

住する高齢者に対し生活援助員を派遣し、緊急時の対応、安否の確認、生

活指導・相談及び一時的家事援助などの福祉サービスを提供することによ

り、高齢者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう支援し

ます。  




